
日本薬剤師研修センター

薬剤師研修・認定電子システム
ＰＥＣＳのご案内

登録はお済みですか？



ＰＥＣＳとは
（Pharmacist Education Certificate System)

ＰＥＣＳとは日本薬剤師研修センターが運営する薬剤師研修・
認定電子システムで、薬剤師の生涯研修を支援します。

登録した薬剤師個々人により認定単位取得・研修履歴の管
理・認定薬剤師の申請手続きなどがこのシステムから行えま
す。

日本薬剤師研修センターにて認定単位の取得・認定薬剤師の
申請を行っている薬剤師はすべて登録が必要です。



ＰＥＣＳへの登録
ＰＥＣＳは、薬剤師個々人での登録が必要です。

未登録の場合、ＰＥＣＳ稼働後は日本薬剤師研修セン

ターの研修受講単位の交付を受けられません。

研修センターでの認定薬剤師の新規・更新の申請も

行えませんご注意ください。

※登録方法については市薬ホームページに掲載しております

のでそちらをご確認ください。

市薬ＨＰ＞会員ページ＞ ＞ＰＥＣＳ登録のご案内

https://www.fpa.gr.jp/kaiin/37338/


今後の日本薬剤師研修センター
研修単位取得の流れ

（ 現 在 ） （ＰＥＣＳ本稼働後）

福岡県薬研修カード
システム

単位シール・研修手帳 薬剤師研修・認定電子システム
（ＰＥＣＳ）

（集合研修・学術集会）

研修会・学術集会の受講前後に会場設置のＱ
Ｒコード読取装置にてＰＥＣＳのマイページから
印刷した個人のＱＲコードを使って各自で研修
受講履歴の登録を行います。

（ウェブ研修）
研修会実施機関が受講者の研修会視聴時間

ログ（記録）を基に受講者名簿を作成し、ＰＥＣＳ
に登録を行います。

※ＰＥＣＳ稼働に伴い、令和４年３月３１日
をもって終了します。



ＰＥＣＳ稼働後の研修単位取得方法
【会場で受講する場合（集合研修及び学術集会）】

受講者がＰＥＣＳの自身の登録ページから印刷したＱＲコードを持参

※ＱＲコードは登録者ごとに異なります。

研修会等の受付時と終了時に会場設置のＱＲコード読取装置に

ＱＲコードをかざして読み取らせる。
※２回（受講受付時と受講終了時）の読み取りが無ければ受講は認められません。

また、途中での読取りも受講したことにはなりません。

【Zoom等で受講する場合（ウェブ研修）】

研修会実施機関が受講者の研修会視聴時間ログ（記録）を基に受講者名簿を

作成し、ＰＥＣＳに登録を行う。※受講規定に満たない場合、単位は認められません。詳細は改めてご案内します。



【研修会参加前にご確認ください】
会場受講の場合

ＰＥＣＳにログインして、自身の登録ページからＱＲコードを印刷して、

参加時に持参してください。

ＱＲコード表示方法はこちらから確認ください。

市薬ＨＰ＞会員ページ＞

＞薬剤師研修・認定電子システム（PECS）におけるＱＲコードの表示開始について

※登録内容に誤りがないか必ずご確認ください。

ウェブ研修受講の場合

Ｚｏｏｍ受講の際のユーザー名が本名（正式な日本語表記）なっているか確認し、

ネット接続環境を整えてご参加ください。

ＱＲコード

https://www.fpa.gr.jp/kaiin/38333/


福岡県薬剤師会研修カードを使用した単位付与は令和４年３月３１日

をもって運用を終了します。

研修カードで管理された研修単位は福岡県薬剤師会ホームページの

「研修単位取得状況閲覧サイト」にて確認いただけます。

福岡県薬剤師会ホームページ＞

※サイトはＰＥＣＳ本稼働後も引き続き閲覧可能です。

【県薬研修カードで単位管理されている方】
福岡県薬剤師会研修カードシステムについて①



【県薬「研修単位取得状況閲覧サイト」について】
研修単位取得状況閲覧サイトは、ＰＥＣＳ本稼動後も引き続きご覧いただけます。

令和４年３月末日までに取得済み研修単位の閲覧や一覧の印刷が可能です。

（注意）ただし、手持ちの研修受講シールで取得した日本薬剤師研修センターの研修単位を、

県薬研修カードシステムに追加付与したい場合は、令和４年４月３０日まで（消印有効）に

福岡県薬剤師会へ申請ください。申請方法については市薬ホームページでご確認ください。

・市薬ＨＰ＞会員ページ＞ ＞ 福岡県薬剤師会研修カードシステムへの単位追加付与について

1月 2月 3月 4月 5月 6月 これ以降

令和４年（2022年）

現行の福岡県薬剤師会研修カード

を利用頂けます。

（令和３年３月３１日まで）

PECS本稼働後の研修単位は反映

されません。

令和4年3月末日までに取得済みの

研修単位の閲覧や一覧の印刷は

引き続き可能です。「受講単位報告書」受付期間

令和４年４月３０日まで（消印有効）

福岡県薬剤師会
ホームページ

https://www.fpa.gr.jp/kaiin/38989/


【県薬研修カードで単位管理されている方】
福岡県薬剤師会研修カードシステムについて②

取得済み研修単位は、ＰＥＣＳへデータ移行されることはありませんが、

研修認定薬剤師等申請の際には使用することが可能です。

申請の際は福岡県薬剤師会発行の「研修会習得単位証明書」が必要となります。

必ず「研修会習得単位証明書」がお手元に届いてから認定申請手続きを行ってください。

県薬への請求方法など詳細は市薬ホームページでご確認ください。

・市薬ＨＰ＞会員ページ＞

＞薬剤師研修・認定電子システム（PECS）による研修認定薬剤師の認定申請受付開始について

・市薬ＨＰ＞会員ページ＞

＞日本薬剤師研修センター申請用 県薬「研修会習得単位証明書」について

https://www.fpa.gr.jp/kaiin/36089/
https://www.fpa.gr.jp/kaiin/34444/


【研修受講シールで単位管理されている方】

単位シール・研修手帳を使用した単位付与は

令和４年３月３１日をもって運用を終了します。

取得済み研修単位は、ＰＥＣＳへデータ移行されることはありませんが、

研修認定薬剤師等申請の際には「手帳の単位」として使用することが可能です。

薬剤師研修手帳（販売終了）または研修認定薬剤師研修受講シール整理表

（日本薬剤師研修センターホームページ参照）を利用し、申請まで保管ください。

申請方法の詳細は市薬ホームページでご確認ください。

・市薬ＨＰ＞会員ページ＞

＞薬剤師研修・認定電子システム（PECS）による研修認定薬剤師の認定申請受付開始について

https://www.fpa.gr.jp/kaiin/36089/


ＰＥＣＳにおける認定薬剤師申請手続き
開始について

研修認定薬剤師等の申請受付開始

令和４年１月１１日～

市薬ＨＰ＞会員ページ＞

＞薬剤師研修・認定電子システム（PECS）による研修認定薬剤師の認定申請受付開始について

※申請予定の方は必ずご確認ください。

※紙媒体での申請は受付終了しております。

ＰＥＣＳにおける認定薬剤師申請手続きはすでに開始されています。
申請予定の方は必ずご確認ください。

https://www.fpa.gr.jp/kaiin/36089/


【その他注意事項】
ｅ-ラーニング研修機関等にて研修受講単位取得をされている方は

ＰＥＣＳ移行への対応については、自身が登録されているｅ-ラーニ

ング研修機関事務局へお問合せください。


